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ジャスダック証券取引所への「改善報告書」の提出 
 
 
当社は、平成 21 年 3 月 6 日付で株式会社ジャスダック証券取引所から、上場有価証券の

発行者による会社情報の適時開示等に関する規則第 23 条第 1 項の規定に基づき、その経緯

および改善措置を記載した報告書(以下「改善報告書」)の提出を求められておりましたが、

本日別紙のとおり提出いたしましたのでお知らせします。 
 
当社は、改善報告書の内容に基づき全社一丸となって改善処置を実行してまいります。 
 
 

以上 
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株式会社 プラコー 

(コード 6347 ．JASDAQ) 

代表取締役会長兼社長 高寺 茂覚 

 
改善報告書 

 

 
今般、当社は過年度において不適切な会計処理を行ったことが判明し、過年度の決算短信、

中間決算短信、四半期財務・業績の概況(以下、総称して「過年度決算短信等」といいます。) 
ならびに有価証券報告書および半期報告書 (以下、総称して「有価証券報告書等」といいま

す。) の訂正を行った件につき、「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関

する規則」第 23 条第 1 項の規定に基づき、その経緯および改善措置を記載した改善報告書

をここに提出します。 
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1. 決算短信等及び有価証券報告書等の訂正に至る経緯及び決算内容の訂正内容・理由 
 

(1)不適切な会計処理が判明した経緯 
当社は平成 16 年 3 月期からプラスチック機械（インフレーションフィルム成形機、

ブロー成形機）及びリサイクル装置のうち、標準機械（小型機、汎用機）についてそ

れ以前の出荷基準による売上計上方法から検収基準による売上計上方法に変更いた

しました。その目的は標準機械とはいえ大型化、高機能化、複雑化する当社商品の出

荷から検収までの期間が長期化する傾向が恒常化し、売上を計上した後に、追加的費

用が多く発生していたことから、当社の各会計年度における売上高、利益の正確性を

高めることでした。この売上計上方法の変更により当社商品の全ての売上計上(但し、

300 万円以上の商品に限定)は検収基準といたしました。 
当社では、平成 20 年 3 月期にそれまで当社の会計監査人であった清新監査法人が

任期満了を迎えたことから、平成 21 年 3 月期から監査法人ブレインワークを会計監

査人として選任いたしました。 
監査法人ブレインワークによる平成 21 年 3 月期第１四半期レビューに際し、平成

20 年 3 月期に売上計上を行っていた取引に係る追加的な部品手配、または、現場作業

あるいは返品手続きなどが発生したため、監査法人ブレインワークから「当社の売上

計上基準から勘案すると、検収基準を完了していた取引に後日になって何故、追加的

な部品手配、現場作業または、返品などが発生するのか理解しづらい。検収書を受領

しているのは確認できるが、一部の取引は形だけの検収書になっている可能性がある

と思われる。そうであれば売上計上時期が早期に過ぎるので、平成 20 年 3 月期の売

上計上分を見直してもらいたい」との指摘を受けました。 
そこで当社は、形だけの検収書が存在するかどうかの調査を開始することにいたし

ました。調査は、社内の経理処理に精通した社内の者のみで組織した社内調査チーム

による社内調査と第三者調査委員会により組織した第三者調査に分けて実施いたし

ました。 
社内調査と第三者調査チームの発足については、平成 20 年 8 月 25 日の取締役会で

承認されました。 
社内調査チームのメンバーは、専務取締役秦範男、管理購買本部長、事務部長の 3

名といたしました。専務取締役は管理部門（経理部門を含む）全般の統括をしており、

管理購買本部長は、当社における商品の生産全般を担当し、事務部長は経理全般を担

当していることから、この 3 名を選任いたしました。第三者調査委員会のメンバーは

当社と特別の利害関係を持たない小沢剛司弁護士と間嶋順一税理士を選任いたしま

した。 
社内調査チームは、平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期までの全ての売上の確認

を行ったものの、第三者調査チームは平成 21 年 3 月期第 1 四半期のみの売上の調査
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を行っておりました。この作業分担は調査範囲が複数年に亘り作業量が膨大であるこ

とから全般的な調査は社内の会計処理に精通したものが行い、調査に客観性を持たせ

るための第三者の調査は、直近の売上に関して調査を行ったほうが効率的であるとい

う判断から行ったものであります。 
社内調査チームは平成16年3月期から平成20年3月期までの会計処理については、

平成 20 年 3 月期まで当社の会計監査人であった清新監査法人に対して監査を依頼し

社内調査を進めることといたしました。 
なお、社内調査及び第三者調査は、平成 20 年 9 月 26 日に終了したものの、平成

16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期までの調査については社内調査のみであり、客観性

が確保されていないことから、当社は平成 20 年 10 月 17 日改めて第三者調査委員会

を組織し、平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期までの売上に関する調査を依頼する

ことといたしました。 
当該調査は、平成 20 年 11 月 21 日に、終了いたしました。 

 
(2)決算短信等及び有価証券報告書等の訂正に係る開示状況 

上記の通り、平成 21 年 3 月期から会計監査人に選任した監査法人ブレインワーク

から、過年度の売上計上時期の適正性に疑義を呈され、当社は、過年度の売上計上時

期の適正性について確認を行うこととなったため、平成 21 年 3 月期第 1 四半期報告

書を金融商品取引法に基づく法定提出期限である平成 20年 8月 14日までに関東財務

局長に提出できない見込になったため、平成 20 年 8 月 12 日付で「平成 21 年 3 月期

四半期報告書遅延に関するお知らせ」を開示しました。 
その後、平成 21 年 3 月期第１四半期報告書を平成 20 年 9 月 5 日までに提出できる

見込みとなったことから、平成 20 年 8 月 21 日付で「平成 21 年 3 月期四半期報告書

提出予定日に関するお知らせ」を開示しました。 
その間、平成 20 年 3 月期まで会計監査人であった清新監査法人と平成 21 年 3 月期

から会計監査人となった監査法人ブレインワークが売上計上時期の適正化に向けて

二社間で協議を続けました。監査法人ブレインワークの主張は、検収基準に基づく売

上高の正確性、客観性を高めるためには、入手する検収書は当社商品の代金回収に直

結すべきであるが、当社が顧客との関係で習慣的に入手している検収書は、入金を担

保するものになっておらず、これでは代金回収リスクによる引当金を計上するなどの

保全手段が必要になるとの見解でありました。 
清新監査法人は当初、売上計上に必要な証憑のなかでも、特に重要と思われる顧客

が発行した検収書が揃っている以上、売上計上すべきとの主張でしたが、基本的に代

金回収が約定より大幅に遅れているものは、当社の決算内容の透明性、正確性から考

えると、見直す必要があると当社は考えるようになりました。その結果、当社は、検

収書の入手について根本的に考え直すべきであるとの監査法人ブレインワークの考
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え方を採用することにしました。その為、当社は平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3
月期までの売上高、利益などの経営指標の適正化のために売上計上時期を以下の基準

に則り、見直しました。 
また、当該過年度四期分の会計監査を当該期間においての会計監査人であった清新

監査法人に依頼しました。 
 

過年度の売上計上時期の見直し内容 
見直し前：契約時あるいは契約先である顧客との個別事情を考慮して、顧客と 

    当社の総合的判断にて検収書を受領することにより売上計上時期と 
   した。 

 
見直し後：検収書の受領時期に加えて、商品代金の受領日が契約書または注文書 

の約定どおりであるとき、または許容できるときを売上時期とした。 
 

これを受けて、当社は、売上計上時期の変更に至る経緯及び売上計上時期の見直し

内容等について平成 20 年 8 月 29 日付で「売上計上基準の変更及び過年度決算短信等

の訂正について」を開示しました。併せて、同日付で平成 21 年３月期第 1 四半期報

告書の提出予定日を平成 20 年 9 月 5 日とする旨について「平成 21 年 3 月期四半期

報告書提出予定日に関するお知らせ(第 2 報)」を開示しました。 
その後、当社は、売上計上時期の見直しをすべき決算期が平成 16 年 3 月期の１期

分不足していたことが判明した旨、平成 20 年 9 月 2 日付で『(追加)「売上計上基準の

変更及び過年度決算短信等の訂正について」の一部追加に関するお知らせ』にて開示

しました。 
さらに、当社は、上記の過年度の売上計上時期の見直し作業に想定以上の時間を費

やしたため平成 21 年 3 月期第 1 四半期報告書提出予定日を平成 21 年 9 月 28 日ま

でとする旨を、平成 20 年 9 月 4 日付「平成 21 年 3 月期四半期報告書提出予定日

に関するお知らせ（第 3 報）」にて開示しました。 
その後、過年度の売上計上の見直しが終了するとともに清新監査法人の過年度の会

計監査が終了し、監査法人ブレインワークによる平成 21 年 3 月期第 1 四半期レビュ

ーが終了したことから、平成 20 年 9 月 26 日に過年度の有価証券報告書等の訂正報告

書並びに平成 21 年 3 月期第 1 四半期報告書を関東財務局長へ提出いたしました。訂

正後の連結財務諸表および財務諸表については清新監査法人から、また、平成 21 年 3
月期第 1 四半期報告書の四半期財務諸表については監査法人ブレインワークから、そ

れぞれ監査報告書および四半期レビュー報告書を受領し、何れも、無限定適正意見ま

たは無限定の結論をいただいております。 
また、当社は、同日に社内調査報告の結果及び過年度決算修正の概要について「過
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年度決算短信等の修正に関するお知らせ」を、過年度有価証券報告書等の修正に伴い

平成 20 年 3 月期決算短信において継続企業の前提に関する事項を注記することとし

た旨「継続企業の前提に関する事項の注記についてのお知らせ」にて開示しました。 
 

(3)売上計上時期の見直しを行なった取引について  
調査の結果、検収書を受領しているものの、売上計上時期が早期に過ぎると判断し

た取引は以下の二つに分類されます。 
A) 顧客への納入は決算期日以前であり、検収書を受領していたことから、当期中に

売上を計上したものの、機械などの基本的性能、品質などに関する重要な改良ま

たは工事が発生し、その解決が翌期にずれ込み、代金の回収も翌期になったもの。 
B) 当社内における顧客立会テストでは、機械などの基本的性能、品質に問題がなか

ったため、検収書を受領し当期中に売上を計上したものの、商品の納入前に当社

が実施した改良、工事などに日時を要し、出荷日が翌期になり代金の回収も翌期

になったもの。 
 

(4)不適切な会計処理の内容 
本件、不適切な会計処理の内容は、経営陣を含む全従業員による全社的な会計に対

する理解不足が要因となり、販売先から検収書を入手しさえすれば売上計上ができる

と安易に考え形式的に検収書を受領したことにより、売上計上時期が早期に過ぎたも

のであります。 
当社は売上目標を第一の達成条件と考え経営陣を始め全従業員は各決算期末（9 月

及び 3 月）に間に合うように検収基準による売上に必要とされる証憑等を取引先に対

して催促し、証憑等を受領したところで、売上の計上を行っておりました。これによ

り本来であれば翌期に計上すべき売上まで検収書を受領し当期に売上計上をしてお

りました。 
当社は、過年度に亘り、検収書の受領方法、受領時期について特段の定めなく行っ

ていたことから、社内調査チームは、個別取引毎に前会計監査人であった清新監査法

人および現会計監査人である監査法人ブレインワークの指摘･検証等を頂きながら、

平成 15年 9月期から平成 20年 3月期における取引について売上計上時期の適正性の

調査を行ないました。 
社内調査チームが不適正と判断した売上は、全調査対象期間における各決算期の末

月に売上計上した取引の中の一部の取引が不適正であったものであり、具体的には、

翌期以降に売上計上すべき取引であった、これらの売上を各決算期(3 月または 9 月)
の末月において計上したものであります。 
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(5)過年度決算短信等及び過年度有価証券報告書等の訂正 
当社は上記１.(1)に記載のとおり、平成 20 年 9 月 26 日に不適切な会計処理の内容

につき全容を公表したうえで、平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期に係る過年度の

有価証券報告書等の訂正報告書を提出いたしました。 
なお、不適切な会計処理に伴い、平成 16 年 3 月期から平成 20 年 3 月期までのたな

卸資産の残高を訂正いたしました。また、平成 20 年 3 月期に係る有価証券報告書の

訂正報告書に「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」を付記いたし

ました。 
 

過年度損益計算書訂正のサマリーは、以下のとおりであります。 
損益計算書サマリーによる訂正影響額の対比 

平成 16 年 3月期期末（個別） （単位千円） 平成 16 年 3月期期末（連結） （単位千円）

 訂正前 訂正後 影響額  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 4,046,891 3,612,679 △434,212 売上高 4,556,437 4,122,224 △434,213

営業利益 44,469 △128,456 △172,925 営業利益 108,074 △64,851 △172,925

経常利益 △17,623 △190,548 △172,925 経常利益 33,954 △138,970 △172,924

当期純利益 △81,973 △254,806 △172,833 当期純利益 △54,213 △227,046 △172,833

純資産 649,160 476,327 △172,833 純資産 609,653 436,820 △172,833

総資産 3,836,576 3,658,157 △178,419 総資産 3,851,119 3,672,700 △178,419

平成 17 年 3月期期末（個別） （単位千円） 平成 17 年 3月期期末（連結） （単位千円）

 訂正前 訂正後 影響額  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 3,475,334 3,646,437 171,103 売上高 3,957,729 4,128,832 171,103

営業利益 132,322 201,207 68,885 営業利益 150,444 219,329 68,885

経常利益 79,056 147,941 68,885 経常利益 84,733 153,618 68,885

当期純利益 20,299 89,184 68,885 当期純利益 21,596 90,481 68,885

純資産 679,904 575,956 △103,948 純資産 641,791 537,843 △103,948

総資産 3,652,973 3,610,298 △42,675 総資産 3,699,280 3,656,605 △42,675
 

平成 18 年 3月期期末（個別） （単位千円） 平成 18 年 3月期期末（連結） （単位千円）

 訂正前 訂正後 影響額  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 3,703,098 3,681,608 △21,490 売上高 3,885,585 3,864,095 △21,490

営業利益 58,353 57,922 △431 営業利益 84,316 83,885 △431

経常利益 7,922 7,491 △431 経常利益 23,670 23,239 △431

当期純利益 △39,534 △39,965 △431 当期純利益 △ 29,006 △ 29,436 △430

純資産 641,700 537,321 △104,379 純資産 614,132 509,753 △104,379

総資産 3,547,033 3,430,551 △116,481 総資産 3,527,115 3,410,634 △116,481
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平成 19 年 3月期期末（個別） （単位千円）     

 訂正前 訂正後 影響額     

売上高 3,303,050 3,403,700 100,650     

営業利益 142,135 187,230 45,095     

経常利益 78,771 123,867 45,096     

当期純利益 13,379 58,475 45,096     

純資産 647,719 588,435 △59,284     

総資産 3,557,550 3,544,876 △12,673     

平成 20 年 3月期期末（個別） （単位千円）     

 訂正前 訂正後 影響額     

売上高 3,865,054 3,522,304 △342,750     

営業利益 79,871 △2,263 △82,134     

経常利益 17,978 △64,155 △82,133     

当期純利益 17,607 △97,074 △114,681     

純資産 625,064 451,099 △173,965     

総資産 3,613,320 3,544,428 △68,892     

平成 16 年 3月期中間（個別） （単位千円） 平成 16 年 3月期中間（連結） （単位千円）

 訂正前 訂正後 影響額  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 1,860,545 1,630,545 △230,000 売上高 2,108,485 1,878,485 △230,000

営業利益 △117,567 △207,112 △89,544 営業利益 △78,427 △167,971 △89,544

経常利益 △147,645 △237,190 △89,544 経常利益 △114,658 △204,202 △89,544

当期純利益 △94,995 △183,868 △88,873 当期純利益 △78,222 △167,095 △88,873

純資産 633,201 544,328 △88,873 純資産 582,705 493,832 △88,873

総資産 3,925,730 3,838,684 △87,045 総資産 3,932,213 3,845,167 △87,045

 
平成 17 年 3月期中間（個別） （単位千円） 平成 17 年 3月期中間（連結） （単位千円）

 訂正前 訂正後 影響額  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 1,605,938 1,954,851 348,912 売上高 1,831,864 2,180,776 348,912

営業利益 98,427 241,313 142,886 営業利益 114,270 257,157 142,886

経常利益 64,346 207,233 142,886 経常利益 74,573 217,460 142,886

当期純利益 24,390 166,442 142,052 当期純利益 30,508 172,560 142,052

純資産 665,456 634,675 △30,780 純資産 632,046 601,265 △30,780

総資産 3,468,778 3,432,930 △35,848 総資産 3,539,555 3,503,707 △35,848
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平成 18 年 3月期中間（個別） （単位千円） 平成 18 年 3月期中間（連結） （単位千円）

 訂正前 訂正後 影響額  訂正前 訂正後 影響額 

売上高 1,740,584 1,879,703 139,119 売上高 1,861,680 2,000,800 139,120

営業利益 △39,713 37,331 77,044 営業利益 △5,714 71,329 77,043

経常利益 △65,492 11,552 77,044 経常利益 △37,296 39,748 77,044

当期純利益 △97,506 △21,013 76,493 当期純利益 △79,009 △2,516 76,493

純資産 566,226 538,771 △27,455 純資産 546,586 519,131 △27,455

総資産 3,500,826 3,489,561 △11,265 総資産 3,500,683 3,489,417 △11,265

 
平成 19 年 3月期中間（個別） （単位千円）     

 訂正前 訂正後 影響額     

売上高 1,787,593 1,873,033 85,440     

営業利益 33,071 63,803 30,732     

経常利益 1,824 32,556 30,732     

当期純利益 △59,577 △28,845 30,732     

純資産 571,950 498,304 △73,646     

総資産 3,480,295 3,421,057 △59,237     

 
平成 20 年 3月期中間（個別） （単位千円）     

 訂正前 訂正後 影響額     

売上高 1,958,868 1,755,317 △203,551     

営業利益 31,603 △39,384 △70,987     

経常利益 2,980 △68,008 △70,988     

当期純利益 7,748 △95,791 △103,539     

純資産 638,618 475,795 △162,823     

総資産 3,712,165 3,668,836 △43,328     

 
(6)過年度決算の訂正が投資者及び証券市場に与えた影響について 

当社が公表した、過年度の有価証券報告書等の訂正内容は一部の決算期において投

資者の投資判断の最も基礎となるべき重要な財務指標の一つである経常利益および

当期純利益の金額がマイナスに転じるものであり、投資者の投資判断を誤らせる可能

性があったと考えております。 
また、投資者の投資判断に影響を与える有価証券報告書等および決算短信等の内容

が、過年度の不適切な会計処理により、ゆがめられていたことは、株主、投資者並び
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に関係者に多大なるご迷惑をお掛けし、証券市場の信頼を損ねる結果になったことを

真摯に受け止め反省しております。さらに当社は、本件不適切な会計処理に関する有

価証券報告書等の虚偽記載に対して、平成 21 年 2 月 17 日付けで金融庁より課徴金納

付命令を受けており証券市場への不信感を生み、その信頼性を著しく損なう結果を招

いたと認識しております。深くお詫び申し上げます。 
 

2. 原因分析 
2.1 不適切な会計処理を行ってきた原因 

 
(1)不適正な売上計上を行った経緯 

当社では、平成 15 年 9 月期から全ての商品（ただし、300 万円以上の商品に限定）

の売上計上基準を検収基準に改めました。 
しかし、当社の代表取締役会長兼社長である高寺茂覚は、平成 16 年 3 月期から平

成 20 年 3 月期に至るまで検収書を受領すれば売上計上できるものと安易に考えてお

りました。そのため、各事業年度の末日が近づくと、当該事業年度の売上を少しでも

上げようと、専務取締役である秦範男以下の役員や担当本部長に対して顧客からの検

収書受領を少しでも早めるため機械の納入、検収を早く行なう旨、指示をいたしまし

た。 
当社の代表取締役会長兼社長は検収基準についての正確な理解をしていなかったた

め検収書の受領を早めるように指示をいたしましたが、指示を受けた専務取締役を始

め担当役員および担当本部長も、同様に検収基準について正確な理解をしていなかっ

たため、代表取締役会長兼社長の指示に何ら疑問を持たず、部下である社員に対して

検収書の受領を早く行なうよう指示をいたしました。指示を受けた社員も検収基準に

ついて正確な理解をしていた者はおりませんでした。 
代表取締役会長兼社長は、上場会社の代表者でありながら、売上計上の基本的な事

項について、正確な理解をしておりませんでした。 
管理部門（経理部）の担当役員である専務取締役も代表取締役会長兼社長と同様に、

売上計上の基本的な事項について、正確な理解をしておりませんでした。 
決算作業および情報開示を担当する経理部員も、代表取締役会長兼社長および専務

取締役の指示に疑問を持つことなく、決算集計業務及び情報開示業務を遂行しており

ました。 
営業担当取締役、各担当本部長およびその他社員についても代表取締役会長兼社長

の指示に従い、検収書を早く受領できるよう取引先に対して検収書の早期提出を依頼

しておりました。 
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(2)本件不適切な会計処理の関与者 
当社は、全社的に、会計に対する認識が低かったことから、今回訂正を行った過去

の会計処理に関して、販売先から検収書を受領したので売上を計上したと認識してお

り、ことさら不適切な会計処理を行なおうと認識してはおりませんでした。 
 

2.2 不適切な会計処理を防止できなかった原因 
(1)会計に関する基本的認識の全社的な欠如 

当社は、従業員が 85 名（平成 21 年 3 月 13 日現在）と小規模の上場会社であり経

営管理組織も会社の規模に見合った小規模のものであります。経理処理は、全て経理

部で行なっており経理部長を含め 4 名体制であります。 
このような経営管理組織の中で当社代表者である代表取締役会長兼社長、当社の管

理部門の担当役員である専務取締役および経理部４名の何れもが検収基準に対する

正確な理解をしておりませんでした。 
当社の代表取締役会長兼社長および専務取締役は、経営管理に忙殺され、個別の会

計処理にまで意を配ることができていませんでした。また、売上計上基準について変

更が行なわれた際も｢売上計上時点が、検収書の受領時点に変わった｣ことのみに着目

し、適正な会計処理を遂行する意識はありませんでした。 
当社の経理部では、平成 20 年 3 月期まで経理処理に関する研修等を行なったこと

または、受講したこともなく、売上計上基準の変更が行なわれた平成 16 年 3 月期に

なっても、出納、記帳および決算集計を日々、事務的に処理するのみで、主体的に会

計処理の適正性について確認を行うことはありませんでした。 
当社の経理部以外の社員は、代表取締役会長兼社長および担当役員から「検収書を

受領しさえすれば売上計上が可能である」と指導されていたことから特段の疑問を抱

くことなく取引先から検収書を受領し売上を計上しておりました。 
前会計監査人である清新監査法人から検収書を受領しただけでは売上計上してはい

けないと指摘を受け、討議はしたものの、結果としては、当社はその会計処理の適正

性について、会計知識が欠如しており、それを受入れる必要がないものと考えており

ました。 
 

(2)社内規程の未整備 
当社は会計処理に関する社内規程として｢経理規程｣および｢販売会計取扱規程｣を制

定しております。｢経理規程｣は、昭和 44 年に制定以来数回の改訂を行っております。

直近は平成 19 年 10 月に決算期日の変更(それまでは 7 月 31 日であったものを 3 月

31 日に変更)および四半期決算などの追加並びに売上計上基準を変更(それまでは、商

品金額の区分がなかったものを 300 万円以上の金額について全て納入検収基準に変

更)しております。しかしながら｢経理規程｣においては検収および売上計上基準につい
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て詳細な記載を行っておらず、わずかに｢経理規程｣第 12 条(2)にて｢売上の計上 納入

検収基準とする。但し、300 万円未満の売上は工場出荷基準とする｣として規定してい

るのみであります。 
また、「販売会計取扱規程」は昭和 50 年に｢経理規程」の下位規程として制定して

おり直近は平成 19 年 8 月に売上計上基準および売掛金回収期間の変更(それまでは期

日を特に限定していなかったものを原則として回収予定日から 1ヶ月以内に回収する

と変更)を行っている。｢販売会計取扱規程｣についても｢経理規程｣と同様に検収および

売上計上基準についての明確な規定はなく第4条(3)において｢売上は、原則として300
万円以上は検収、その他は出荷時点にて計上する。船荷証券の交付を受ける取引につ

いては船積み日とする｣と規定しているのみであることから当社においては、明文化

された具体的な検収および売上計上基準はありませんでした。なお、「経理規程」お

よび「販売会計処理規程」の下位の規程については、特に策定しておりません。 
そのため平成 16 年 3 月期に売上計上基準が変更されたときにも社内では｢検収基

準｣は｢検収書を受領しさえすれば売上計上を行うことができる｣という安易な理解が

浸透してしまったものと考えております。 
当社では、社員の経験年数が総じて永く、社員はそれぞれの業務に精通していたこ

とから社内規程は実質的に形骸化しており社内規程と会計処理実務が仮に、乖離した

ときにも社内規程の改廃が適時に行われてはいませんでした。 
(3)内部監査の未実施および形式的な監査役監査 

当社は、社員数が少数であることから小規模な経営管理組織を構築しており内部監

査を行う専門の部署または人員を配置してはおりませんでした。 
これまで当社は、代表取締役会長兼社長が監査役および会計監査人と連携を密にと

っていたことから業務監査および会計監査は適正に行っているものと考えており、取

締役会の総意として別途に内部監査を行う必要性を認識していなかったことから、内

部監査を行っておりませんでした。 
また、会計に精通している監査役がいなかったこともあり、監査役監査が形式的に

なっていたことから、十分な監査が行われておりませんでした。 
 

3. 改善策 
当社は、前項 2.の原因分析結果から、このたびの不適切な会計処理はコンプライ

アンス意識が十分に浸透していなかったことと、各業務遂行における諸規程、マニ

ュアルの不備およびチェック体制の不備から発生したものと考え、その後もその再

発を防止することができなかったと結論づけます。 
平成 21 年 3 月期から内部統制システムの整備が義務づけられたことを受け、当

社は既に内部監査人を選任し、当社の会計監査人である監査法人ブレインワークお

よび内部統制システムの整備に関して顧問契約を締結している池田晃司公認会計士
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と協議をしながら、当社の現状に合わせた内部統制システムを決定し、スタートい

たしました。 
 

(1)コンプライアンス及び会計知識等に関する教育の実施 
当社は 2.2(1)に記載のとおり、本件不適切な会計処理の原因は直接的には当社の

取締役、監査役を始め従業員に至るまで会計基準に対する意識の低さといえるが、

その背景には法令、諸規則・規程等に対する意識の低さ(コンプライアンス意識の低

さ)があったことにより、売上の早期計上が可能であると安易に考え、本件不適切な

会計処理が発生したものと考えております。当社といたしましては、今回発生した

不適切な会計処理のみならず、全社的な不正行為を永続的に発生させないために全

社的な会計知識およびコンプライアンスに関する教育等を実施していくこととい

たしました。 
具体的には、以下の３つのことに取り組んでいく予定であります。 

①代表取締役を含む役員（取締役、監査役）を対象としたコンプライアンスおよび会

計の知識に関する教育を実施し、経営陣のコンプライアンスの徹底及び会計等の知

識を身につけることで意識改革を行います。 
具体的には全役員に対し当社顧問弁護士または、内部統制システムに係る顧問公

認会計士を講師とした研修を平成 21 年 4 月から 6 月まで合計 3 回から 5 回行いま

す。なお、第 1 回目は、4 月 15 日「会社法が定める内部統制システムの概要につ

いて」をテーマとして実施する予定であります。又、7 月以降についても、毎月 1
回程度の研修を予定しております。 

②社外で開催されるコンプライアンス及び会計等に関するセミナーに代表取締役、 
情報開示担当役員、総務担当部長および業務関連担当者が参加して、知識の習得を 
図ることにいたします。 
また、セミナーに参加した後、情報開示担当役員および総務担当部長がセミナー

内容について関連部署の従業員に対して法令及び規則と会計等に関する広汎な知

識と実践的な方策を身につけさせるための当社内への周知方法については平成 21
年 3 月末までに決定し、平成 21 年 9月までに少なくとも 3 回以上計画いたします。 

③職位レベルに応じて全従業員（嘱託及び非正規従業員を含む）に対しても、平成 21
年 4 月以降、顧問弁護士または、内部統制システムに係る顧問公認会計士を講師と

して月に 1 回以上コンプライアンス教育を実施いたします。 
また、研修を繰り返して実施することで会計およびコンプライアンスについての

知識の浸透を図ることにいたしますが、第 1 回目は 4 月 24 日に「内部統制システ

ムの運用について」をテーマとした教育を実施する予定であります。 
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(2)コンプライアンス委員会の設立 
平成 22 年 3 月期第１四半期の運用状況に応じて、内部統制システムの強化と徹

底を図るべく新たにコンプライアンス委員会の設立を予定しておりますが、委員会

の目的、参加メンバーおよび運用方法等の必要な条項の全てについて定める「コン

プライアンス委員会規程」を平成 21 年 7 月下旬までに策定いたします。 
 

(3)コンプライアンスに関する諸規程の策定および見直し 
当社は、2.2 に記載のとおり当社のコンプライアンスに対する意識が甘い企業風

土を改めるために平成 21 年 1 月以降倫理規程の作成を行うべく現在策定に取り掛

かっており平成 21 年 3 月末までに策定致します。 
また、その他のコンプライアンスに関する規程の策定および見直し対象として以

下のものを考えております。 
まず、監査役会における｢業務監査規程」を平成 21 年 4 月初旬までに改正する予

定としております。 
現行の「業務監査規程」（現在は「内部監査規程」と名づけている）については

業務監査に係る手続き基準が明確にされておらず、監査役会および監査役が行う業

務監査が有効に機能しておりませんでした。そのため業務監査規程と改称したうえ

で、詳細な業務監査、監査手続きについて見直しを行うことで、各部の業務につい

てコンプライアンス（経営方針、法令、会社の規則・規程）の徹底が図られている

か確認する監査基準を設けることで、業務監査の実効性を上げるとともに社内のコ

ンプライアンスの徹底を図っていくことといたします。 
就業規則の懲戒規程については、これまでに特に詳細について定めがなく整備さ

れていない状況であったので、新たに平成 21 年 5 月初旬までに改正いたします。 
これにより不適切な会計処理が発生した場合の懲戒規程が厳格に定められ、不適

切な会計処理の再発抑制効果を高め、不正行為全般について発生時の対処方法を確

立しておくことで不正行為の拡大を早期に抑えることが可能になります。 
 

(4)売上計上基準の明確化と運用の厳格化 
今回の不適切な会計処理の再発防止のため、当社は以下の通り売上計上基準の明

確化を行うとともに運用の厳格化を図ります。 
①検収条件の明確化と明文化 

販売契約段階において取引先と契約内容について相互の十分な協議が行われな

いまま契約を締結してしまうと、当社と取引先の商品の納品および代金支払条件に

ついての合意がないまま商品の製作が進行され、完成することになります。当社は

これまで商品の完成間近または完成後の検収チェックの段階になって両社の認識

の違いが判明し、その違いが顧客との論争の原因となり、当社の売上の訂正や利益
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喪失を招くことの要因となっております。今後は、取引先との取引については契約

書を取交し、当該契約書中に取引先との合意に基づく検収条件を明確に定め、その

検収条件が全て満たされた段階で売上計上するよう契約書による検収条件の明確

化を行います。 
当該の契約書取交しについては、契約書について了解がついた会社より、社内に

おける検収確認書を作成し平成 21 年 4 月 1 日以降、300 万円以上の金額の取引先

と契約書を取交することにいたします。当社としては可能であれば 300 万円未満の

取引先を含めた全取引先と契約書を取交すことを目指しますが、しかしながら、当

社の取引が個別請負契約ということから、明確な検収条件を定めた契約書を全取引

先と取交すことを確約することができない状況にあります。また、契約書中の検収

条件については、文字や数値で表わせることについては明文化することにいたしま

す。 
 

②検収書受領時の相互牽制機能の強化 
過去、検収書の発行および受領に際し、検収書の発行者と受領者が同一人物であ

る場合、検収書については所属長の承認を得ずに受領している場合および取引先の

担当者のみが捺印している場合などのずさんな管理を行っており、検収書の受領に

対する相互牽制が正常に機能していない状況でありました。 
そのような状況を再発させないため、当社は平成 21 年 4 月初旬までに検収書受

領に係る業務マニュアルおよび業務フローを作成し、検収書の発行者と受領者が同

一人物とならない体制及び受領時の相互牽制が正常に機能して、一担当者による検

収書の受領ができない組織体制を築きます。これまでは、検収書の発行者と受領者

が同一部署であり、どの担当者が検収書を発行し、どの担当者が受領するかについ

て明確にされていない状況であったことから、上記のシステムを築いたうえで、発

行及び受領の段階で担当部署責任者の承認を得ない限り検収書について発行もし

くは受領ができない業務フローを平成 21 年 4 月初旬までに構築します。これによ

り相互牽制機能を強化し、取引等の不正行為および本件不適切な会計処理が一担当

者により行われることがないよう強化いたします。 
③経理規程等の整備を行い売上計上基準について明文化する 

経理規程及び販売会計取扱規程において詳細な検収基準が明文化されておらず、

社内規則・規程に定めがなかったため検収基準について当社の都合のいいように解

釈し検収書を受領しさえすればよいと考えたことが、今回の本件不適切な会計処理

発生の原因となっておりました。 
したがって当社は、経理規程等について整備を行い、規程等の記載事項に検収基

準を明記し条件を定めたうえで、社内規則等の遵守をより一層強化する意味で経理

規程違反の場合の罰則についての懲戒規程にて明確に定めることにより、再発抑止
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を図ることといたします。なお、経理規程の整備、見直しについては平成 21 年 4
月中旬までに行うこととしております。 

 
(5)内部監査人の選任と内部監査業務の実施 

当社は企業規模が比較的小さく、内部監査室の設置について必要性を感じてい

なかったことから、これまで内部監査を行わず内部統制を含めた社内での不正を

防止するような内部管理体制の構築が図られていない状況であること、および内

部監査業務を行う責任者が社内にいない状況であり、内部監査業務を行っており

ませんでした。 
したがって、当社はこの度、平成 21 年 2 月 1 日付で会計について十分理解のあ

る内部監査人を新たに選任し不適切な会計処理について内部統制が機能する体制

の第一歩を踏み出しました。 
社内に会計等に精通した内部監査人としての適任者がいないこともあり会計お

よび内部監査に関し、専門的知識、経験、指導力を有する間嶋順一税理士を当社

の内部監査人として選任し間嶋氏には週 1 回程度出社してもらい、当社の会計処

理および経理関係の規程整備内容および進捗状況を重点的に内部監査の監査業務

の範囲として実施していただきます。 
また今後、平成 21 年 4 月中旬までに内部監査の基本方針を策定したうえで今後

1 年間の内部監査を策定し、本件不適切な会計処理等が発生しないよう内部監査人

による牽制機能を強化いたします。 
さらに、選任された内部監査人は当社の事業活動の全てに亘り、各担当者に資

料等の提出を求めて進捗度の把握と適否について指摘を行いさらに取締役の業務

執行をはじめとする当社全体の業務執行状況、コンプライアンスの遵守状況など

についてもモニタリングし、必要に応じ経営者に報告の上、経営者が担当者に指

摘を行い改めさせることで不正行為およびコンプライアンスの徹底を図ることが

適うよう内部監査の業務マニュアルを平成 21 年 5 月初旬までに構築いたしますが、

社員の中から、内部監査の担当者を１名～2 名選任いたします。 
 

(6)監査役会の経営監視機能の強化 
監査役会を構成するメンバーについては日常業務についてのアドバイスおよび

業務の把握に努めていたものの、会計に対する知識不足および内部統制に関する

十分な知識を有していないことから、今回の不適切な会計処理について認識する

ことができず、発見できませんでした。今後につきましては、社外監査役につい

ては、監査役監査に十分な知識を有し、会計監査業務に精通した者を少なくとも 1
名選任することを検討しており、平成 21 年 6 月に予定されている定時株主総会に

て選任の上、監査役会の監査計画について再度、計画の策定を行い、監査方法と
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監査範囲を明確にします。また、監査役会規程の見直しを行い、監査役会の監査

基準を明確にした上で経営監視機能の強化を図ります。なお、監査役会規程等の

見直しについては、平成 21 年 4 月の監査役会にて策定いたします。さらに、監査

役会では、社内の管理体制について四半期に一度、執行状況についてチェックを

行い、適切な意見をまとめて適宣、関係者に伝達することに致します。伝達の仕

組み、業務フローを平成 21 年 5 月下旬までに策定します。 
 

(７)その他、内部管理体制の構築 
① 購買規程の明文化 

購買業務フローおよび、購買記述書を明確化し、購買業務の統一化を図るこ

とで会計上の内部統制システムの構築を図ります。購買規程の策定を平成 21 年

4 月初旬までに行います。 
 

② 追加工事ゼロを目指して検収を行なう為の工程および生産管理 
これまで、検収書を受領したものの、その後、追加工事を求められる場合があ

り、それが要因となって、今回の不適切な会計処理が発生しております。した

がって、追加工事が発生しないよう、商品の出荷に先立ち、検収前の業務手順

として、当該時点で取引先と認識の相違点がないか、また、商品の修正点はな

いかなどについて取引先と打合せを行い、相違点がある場合には修正したうえ

で出荷し、納入後最終検収を行うことにより売上計上が円滑に行われるように

いたします。これについては平成 21 年 4 月 1 日から実施いたします。 
また、事前検収の手順に関する工程と生産管理についての業務フローを平成

21 年 3 月末までに策定いたします。 
③ 取締役会における相互牽制および経営管理機能の強化 

本件不適切な会計処理の一因として、代表取締役および専務取締役による売

上早期計上を示唆する発言を行った際、取締役会において、相互牽制が機能し

ていないことがありました。当社としては現状の社内において取締役がすべて

社内取締役であり、社内での地位を越えた取締役として相互の監視、監督機能

が働く状況にするため、この度、回社外から１名ないし２名の取締役を招くこ

とを検討することにいたします。平成 21 年 6 月に予定されている定時株主総会

までに人選が間に合うかどうかは、今のところ未定ですが、もし、人選が間に

合わなかった場合には、平成 22 年 6 月に予定されている定時株主総会までには

選任いたします。 
社外から取締役を招聘することにより、代表取締役および専務取締役に権力

が集中することを回避することが可能になります。 
④ 内部通報制度 
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当社は、今回のような不適切な会計処理の再発を防止するため、内部通報制度

を設け、内部通報された情報は顧問弁護士に伝えられたうえでその情報について

全取締役に対し、通知した上で顧問弁護士と協議し取締役、監査役、全従業員の

目や耳により不適正な業務や処理を監視することにより、予防効果と早期発見に

よる早期の修正を行えるようにいたします。これについては平成 21 年 3 月末ま

でに当社に適合する制度を構築し、平成 21 年 4 月以降それを適正に運用するこ

とにいたします。 
⑤ 売上計上時期の管理 

当社は決算集計作業の全過程(売上、仕入、経費、各種引当金、税金その他)
において経理課の一担当者だけでなく他の１名以上の調査・承認を受け、その

後、上司の承認を得て、決算集計作業を履行することにし、さらにその履行状

況、方法について管理することに致しました。当該履行状況の確認に関する業

務マニュアルおよび業務フローについては平成 21年 3月末日までに策定する予

定でおります。また、今回発生した不適切な会計処理を発生させないために売

上げ計上時期を把握するチェックシート作成しており複数の担当者が確認のう

え上位承認者が最終的な承認を行い、売上計上時期を決定することで担当者の

恣意的判断による売上計上をなくすことにいたします。このチェックシートは、

平成 21 年 1 月に作成しており添付しております。(別表 1) 
⑥ 関与者の処分 

当社は、再発防止策の確立とともに、このたびの不適正な会計処理の関与者を

厳格に処分することにいたしました。 
さらに、不適切な会計処理を監視、監督すべきであった者の責任の所在につい

ても明確にし、処分いたしましたが、その基本的な考え方を以下に示します。 
先ず、代表取締役会長兼社長は主導者として、専務取締役は主導者の意向を諌

めることができなかった責任者として役員報酬の 30%カットを平成 21 年 3 月ま

で続けることを予定しております。営業担当取締役以下、他の取締役、執行役員

はその関与度または監視責任などに応じて 20%から 5％の報酬カットを同じく平

成 21 年 3 月まで続けることを予定しております。なお、上記のカットは平成 20
年 12 月から適用しております。 
担当本部長、担当部長については、代表取締役会長兼社長を始め取締役の意向

に逆らうことができない社風、環境下であったことなどを考慮して、就業規則に

定められた懲戒規定に基づき、注意喚起いたしました。 
 

4. おわりに 
この度の不適切な会計処理により、株主、投資者の皆様、お取引先様、一般消

費者の皆様、その他多くの関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けしまし
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たことを、改めて深くお詫び申し上げます。今後は本改善報告書に記載した改善

策を全社一丸となって着実に実行し、皆様の信頼に足る会社となるよう努力する

所存であります。 
なお、各改善策の実施状況及び運用状況につきましては改善報告書の徴求日か

ら 6 ヶ月後に提出を義務付けられている改善状況報告書にてご報告させていただ

く予定であります。 
 

以上 



別紙１． 改善策に示す改善措置詳細の実施スケジュール
※印は準備・周知期間

平成21年3月期

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

実施

設立と規程の策定 活動 開始

策定 実施

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 3～5回 実施 毎月1回程度

会計知識

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 　　のｾﾐﾅｰへ

会計知識 　　の参加 参加

3回以上 実施

毎月1回 合計6回 以上

　策定 実施

※

策定 実施

※

見直し 実施

※

　　　　　作成 実施

※

　　　　　作成 実施

※

見直し 実施

※

　策定 実施

　　策定 実施

※

実施

※

策定 実施

※

実施

※

代表取締役 テストラン

見直し

　　　　　作成

総務担当

内部統制ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

総務担当

総務担当

検収書受領ﾌﾛｰとﾏﾆｭｱﾙ 内部統制ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

経理規程（検収基準） 内部統制ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

監査役会規程 監査役

総務担当

売上計上時期決定ﾌﾛｰとﾏﾆｭｱﾙ 内部統制ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

内部監査に関する業務ﾌﾛｰとﾏﾆｭｱﾙ 内部統制ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

購買規程の見直し（業務ﾌﾛｰ） 内部統制ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

内部通報制度

顧問弁護士
公認会計士

倫理規程

代表取締役

情報開示担当役員
または

総務担当部長

顧問弁護士
公認会計士

上記ｾﾐﾅｰ内容の社員への周知

業務監査規程

就業規則に定める懲戒規程

検収確認書（社内用）

　　の教育

社員を対象とするｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの教育

役員を対象とする

社　　外

※役員、担当部長、担当者

平成22年3月期
主管担当

内部統制ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

改善項目と改善措置

事前検収手順の業務フローとマニュアル

コンプライアンス委員会 内部統制ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

※見直し
※ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会の設置

内部統制システムの構築
（会計士、内部監査人、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ）
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別表１．　売 上 計 上 に 至 る チ ェ ッ ク シ ー ト
承認 調査 作成者

／ ／ ／

期間 ： 平成　　年　月　日から　月　　日（第　　期第　四半期）

Ｎｏ 得意先名　／　契約先名 品　　　　名 F　　番 売上金額 売上原価

社内立会
テ ス  ト
実 施 日

契約書又
は注文書
に記載さ
れた納期

出荷依頼
書に記載

された
出荷日付

基  　本
出 荷 日

追加部品
な ど の
最 　終
出荷日

出荷に使 用 し た運
送会社名 物品受領

書に記載
さ  れ  た
受  領  日

検収書に
記載され
た基本

検  収  日

軽微な改
良などの

終了日（最
終検収日）

代  金  回  収  日  な  ど

基本出荷 最終出荷 回収条件
契約金
受領日 受領金額

中間金
受領日 受領金額

残　金
受領日 受領金額

1 Ａ社 押出機EXZ-55 F00000 - -

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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